
災害に係る情報発信等に関する協定書

秋田市（以下「甲」という。）とヤフー株式会社（以下「乙」という。）

は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、秋田市内で災害（災害対策基本法（昭和36年法律第223

号）第２条第１号に規定する災害をいう。以下同じ。）が発生し、又は発

生するおそれがある場合において、甲が住民に対して必要な情報を迅速に

提供するため、甲と乙との取組について必要な事項を定めることを目的と

する。

（取組の内容）

第２条 この協定における取組の内容は次の中から、甲および乙の両者の協

議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施する

ものとする。

(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目

的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサー

ビス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。

(2) 甲が、秋田市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの

情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周

知すること。

(3) 甲が、秋田市内の避難勧告、避難指示（緊急）等の緊急情報を乙に提

供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一

般に広く周知すること。

(4) 甲が、災害発生時の秋田市内の被害状況、ライフラインに関する情報

等を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するな

どして、一般に広く周知すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項

（費用の負担）

第３条 前条の規定により甲乙それぞれが実施する取組については、原則と

して無償で行われるものとし、その取組に係る一切の経費は、各自が負担

するものとする。

（情報の周知）

第４条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さな

い限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法（提携先

への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む）により、



一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のた

めに二次利用をしてはならないものとする。

（公表）

第５条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙

は、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定す

るものとする。

（連絡体制）

第６条 甲および乙は、第２条に規定する取組が円滑になされるよう、お互

いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、

これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。

（有効期間）

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和２年３月31日までと

する。

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の１か月前までに甲又は乙から

この協定を更新しない旨の文書による通知がない場合は、有効期間は更に

１年間更新されるものとし、以後同様とする。

（協議）

第８条 この協定に疑義が生じた事項又は定めのない事項については、甲乙

協議の上、これを定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各

自その１通を保有する。
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